
１．地域における救急医療等の特徴と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東播磨・北播磨・淡路地域 

(1) 人口と面積 

東播磨地域は、3市 2町からなり、臨海部中央に位置し、 

南が瀬戸内海、東は神戸市、西は姫路市、北は三木市、小 

野市、加西市の各市に接している。管内東部には子午線が 

通り、中央部には県下最大の河川「加古川」が流れ、流域 

には播州平野が広がっている。南部は播磨臨海工業地帯の 

中央にあり、製造業が盛んである。 

北播磨地域は、5市 1町からなり兵庫県のほぼ中央に位置 

し面積は約 896 ㎢、県土の約 10.7％を占めている。当地域は 

中国自動車道や山陽自動車道により、関西と山陽・山陰地域 

を結ぶ陸上交通の要衝を形成しており、大阪へは 90分程度 

と非常に便利な地域である。耕地面積は県下の約 20％を占めており、農林業産出額の約半分を水

稲が占める県下有数の水田農業地域である。また、県立公園やゴルフ場などレクリエーション施

設が充実された地域である。 

淡路地域は 3市からなり、兵庫県の南に位置し瀬戸内海最大の島である。東は大阪湾・紀淡海

峡を隔てて大阪府・和歌山県に、西は鳴門大橋で徳島県に、北は明石海峡大橋で神戸市に隣接し

ている。   

地域 消防本部名

明石市消防局

加古川市消防本部

高砂市消防本部

北はりま消防本部

三木市消防本部

小野市消防本部

淡
路

(令和元年１２月1日現在)

淡路広域消防事務組合消防本部

管轄市町

明石市

加古川市・稲美町・播磨町

高砂市

西脇市・加西市
加東市・多可町

三木市

小野市

淡路市・洲本市
南あわじ市

47,763

127,773

49.42

182.53

34.38

626.16

176.51

92.94

595.71

東
播
磨

北
播
磨

人口（人） 面積（ｋｍ2）

299,265

326,186

88,112

142,552

75,072

 

(2) 救急医療体制 

 東播磨圏域の明石市では 1 次救急は明石市立夜間休日応急診療所で内科、小児科に対応してい

る。眼科、耳鼻科は東播臨海地域（加古川市・加古郡・高砂市含む）で在宅当番医制を敷いてい

る。(令和 2 年 11月現在)2次救急は 12 病院による病院群輪番制を敷いている。また、各疾患別受

入協力病院として循環器領域、脳外科領域、消化器領域、整形外科領域、泌尿器科領域への対応

を整備している。加古川市・加古郡、高砂市では１次救急（内科・小児科）は加古川夜間急病セ

ンター、休祝日は在宅当番医制度により開業医が対応している。眼科は、姫路休日夜間急病セン

ターと協力し診療体制を確保している。耳鼻科は、東播臨海地域（明石市を含む）で在宅当番医

制を敷いている。2 次救急は 12 病院による病院群輪番制を敷いている。 

 北播磨圏域の西脇市・多可郡では、１次救急は西脇多可休日急患センター、三木市、小野市、

加西市、加東市は在宅当番医制を敷いている。2次救急は 10病院（令和 2年 7月現在）による病  
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院群輪番制を敷いているが、小児救急や周産期救急等については、時間帯によって他地域に頼らざ

るを得ない状況である。3次救急は播磨東圏域の県立加古川医療センターが北播磨圏域の重症患者

の対応を担っており、また、広大な当圏域で発生した重篤患者に対して、早期医療介入や搬送時間

短縮で救命率の向上や後遺症を軽減させるため、兵庫県ドクターヘリや消防防災ヘリ、ドクターカ

ーと連携した活動を行っている。 

 淡路圏域では、１次救急について、平日夜間は洲本市応急診療所及び南あわじ市の当番病院が、

日曜、祝日は各市の（休日）応急診療所が対応している。2次救急は県立淡路医療センターを含め

た救急告知病院（７病院）が対応している。3次救急は県立淡路医療センターが地域救急医療セン

ターに指定されており対応している。また、小児救急体制は１次救急については各市が連携して圏

域内で一元的に運営されており、夜間は在宅当番制で、休日は「日曜・祝日小児救急外来」が対応

している。2 次及び 3次の小児救急は県立淡路医療センターが対応している。  

救急医療体制地区別整備状況（全県版より）

◎は、毎休日・毎夜間に救急体制を実施　　　 〇は、毎休日に救急体制を実施 （令和元年7月1日現在）

淡路
県立淡路医
療センター

医療圏域

2次保健

東播磨

北播磨

淡路 淡路 ◎

北播磨 ◎

播磨東
県立加古川
医療セン
ター

東播磨 ◎

〇

〇

明石 ◎〇

〇

〇

〇

在宅
当番医制

地域名
病院群
輪番制

圏域名
救命救急
センター等

1次救急（軽症） 2次救急（重症） 3次救急（重篤）

地区名
休日夜間

急患センター

◎

〇

〇

◎

〇

◎

明石市

高砂市

加古川市・加古郡

西脇市・多可郡

南あわじ市

淡路市

洲本市

加西市

小野市・加東市

三木市

 

(3) 救急搬送の状況 

 救急出動件数は地域全体でみると緩やかな増加傾向であるが、東播磨圏域では増加が著しい。搬

送傷病者の約 6 割は 65歳以上の高齢者が占めており、内因性疾患による救急要請が多い。 

搬送事案に対する医療機関の収容交渉に 4 回以上要した割合は、東播磨圏域で 2.0％、北播磨地

域で 1.8％、淡路地域で 7.2％である。収容交渉 4 回以上の搬送困難事案として吐下血、耳鼻科、

眼科、口腔外科、泌尿器科領域の傷病、指趾切断、骨折などの外傷がある。 

救急出動件数が増加傾向にある中、救急医療を取り巻く環境は年々変化しており、傷病者の搬送

を円滑に行うために、ICT（情報通信技術）による救急搬送支援システム等の導入について、将来

的に検討する必要がある。 

 

 出動件数・搬送人員・現場滞在時間等

圏域 消防本部名 出動件数（件） 搬送人員（人）
現場滞在時間の
平均時間（分）

病院収容までの
平均時間（分）※

明石市消防局 16,299 14,080 18.3(0-146) 36.7(4-214)

加古川市消防本部 17,122 16,120 14.1(1-201) 31.9(8-276)

高砂市消防本部 4,246 3,847 15.7(2-107) 31.7(4-214)

北はりま消防本部 6,832 6,499 17.9(1-116) 42.6(9-272)

三木市消防本部 4,038 3,770 17.0(1-114) 39.2(13-153)

小野市消防本部 2,310 2,177 18.5(3-133) 37.0(12-152)

淡路 6,534 6,080 13.1(0-102) 42.2(11-146)

（令和元年中）

※覚知から病院収容までの平均時間

東播磨

北播磨

淡路広域消防事務組合消防本部
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２.地域における独自の実施基準 

 〇第 1 号（分類基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 医療機関照会回数・現場滞在時間

明石市消防局 11,473 81.5% 1,615 11.5% 574 4.1% 418 3.0% 1,508 10.7%

加古川市消防本部 14,375 89.2% 1,199 7.4% 250 1.6% 296 1.8% 655 4.1%

高砂市消防本部 3,334 86.7% 370 9.6% 97 2.5% 46 1.2% 165 4.2%

北はりま消防本部 5,632 86.7% 620 9.5% 172 2.6% 75 1.2% 466 7.2%

三木市消防本部 3,193 84.7% 383 10.2% 124 3.3% 70 1.9% 229 6.1%

小野市消防本部 1,873 86.0% 190 8.7% 61 2.8% 53 2.4% 168 7.7%

淡路 4,668 76.8% 643 10.6% 331 5.4% 438 7.2% 220 3.6%

44,548 84.7% 5,020 9.5% 1,609 3.1% 1,396 2.7% 3,411 6.2%

（令和元年中）

現場滞在時間
30分以上

消防本部名

淡路広域消防事務組合消防本部

１回 ２回 ３回

照会回数/割合

４回以上

東播磨

北播磨

圏域

合計/割合

 

(4) 救急医療に係る指標 

（平成 30年 4月兵庫県保健医療計画の指標名を参考） 

指標名 年度 ＭＣ地域 兵庫県 全国 

救急要請（覚知）から救急医療機関への搬送ま

でに要した平均時間 
H２９ ３７．８分 ３６．６分 ３９．３分 

受け入れ困難事例の割合（医療機関照会回数 4

回以上の割合[重症以上傷病者]） 
H２９ ２．５％ ２．８% ２．２％ 

受け入れ困難事例の割合（現場滞在時間 30分以

上の割合[重症以上]） 
H２９ ４．５％ ５．５% ５．０％ 

心肺機能停止傷病者（心肺停止患者）の 1 か月

後の社会復帰率 
H２９ ９．３％ ８．９% ８．７％ 

 

傷病者の心身などの状況に応じた、適切な医療の提供が行われることを確保するために、医

療機関を分類する基準。 

全県版に地域性を加えた分類基準は以下のとおりとする。 

（１） 緊急性が高いもの（症状、病態等によっては緊急度が「高」となるもの） 

 ① バイタルサイン等による重篤 

 ② 脳卒中疑い 

 ③ 心筋梗塞（急性冠症候群）疑い 

 ④ 吐・下血 

（２） 専門性が高いもの 

 ① 小児救急 

 ② 妊産婦救急 
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 ③ 耳鼻科 

 ④ 眼科 

 ⑤ 口腔外科 

 ⑥ 泌尿器科 

 ⑦ 指趾切断 

（３） 特殊性が高いもの 

 ① 精神科 

 〈分類基準概念図〉 

傷
病
者
の
観
察

バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
等
に
よ
る
重
篤

脳卒中疑い

心筋梗塞（急性冠
症候群）疑い

吐・下血

重
症
度
・緊
急
度
【高
】

○緊急性が高いもの

○専門性が高いもの

○特殊性が高いもの

小児救急

妊産婦救急

耳鼻科

眼科

口腔外科

泌尿器科

指趾切断

精神科

救命救急センター等

重症度・緊急度が高

い急性期の疾患に対

応できる救命救急セ

ンター、2次救急医療

機関等

入
院
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る

2次救急医療機関

初期救急医療機関

YES

YES

YES

NO
NO

NO
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〇第２号（医療機関リスト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類基準に基づき分類された医療機関の区分及び当該区分に該当する医療機関の名称。 

医療機関リストは、地域内 2 次医療機関等を対象としたアンケート調査結果（令和 2 年 9月

実施）にもとづく。 

【緊急性が高いもの】 

① バイタルサイン等による重篤（心肺停止等）対応医療機関  

圏域名 市町名 医療機関名 備考※ 

東播磨 

 

明石市 

明石医療センター ◎ 

明石市立市民病院 ◎ 

石井病院 △ 

あさひ病院 △ 

明石回生病院 △ 

加古川市 

加古川中央市民病院 ◎ 

県立加古川医療センター ◎ 

順心病院 ◎ 

松本病院 △ 

加古郡播磨町 はりま病院 △ 

高砂市 高砂市民病院 ◎ 

北播磨 

西脇市 
西脇市立西脇病院 ◎ 

大山記念病院 ◎ 

加西市 市立加西病院 ◎ 

多可町 多可赤十字病院 △ 

小野市 
北播磨総合医療センター ◎ 

栄宏会小野病院 ◎ 

淡路 

洲本市 県立淡路医療センター ◎ 

淡路市 
聖隷淡路病院 ◎ 

東浦平成病院 ◎ 

南あわじ市 
中林病院 △ 

 平成病院 ◎ 

※ ◎24時間可（当直）  〇24時間可（ｵﾝｺｰﾙ含む） △診療時間のみ 
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② 脳卒中疑い対応医療機関 （全県版に準ずる） 

 圏域名 市町名 医療機関名 血栓溶解療法

（ｔ－ＰＡ） 

脳卒中の外科的治

療の 2時間以内の

開始が可能 

東播磨 

明石市 
大西脳神経外科病院 ◎ 〇 

明石市立市民病院 〇 〇 

加古川市 
順心病院 ◎ 〇 

県立加古川医療センター 〇 〇 

北播磨 
小野市 北播磨総合医療センター ◎ 〇 

西脇市 西脇市立西脇病院 〇 〇 

淡路 洲本市 
洲本伊月病院 ◎ 〇 

県立淡路医療センター 〇 〇 

 ※◎24時間可（当直）  〇24時間可（ｵﾝｺｰﾙ含む） △診療時間のみ 

 

③ 心筋梗塞（急性冠症候群）疑い対応医療機関 （全県版に準ずる） 

圏域名 市町名 医療機関名 備考 

東播磨 
明石市 

明石医療センター  

明石市立市民病院  

加古川市 加古川中央市民病院  

北播磨 

小野市 北播磨総合医療センター 県保健医療計画 5疾病に関し計画に記

載する病院名一覧（2020.3更新）より 

西脇市 大山記念病院  

加西市 市立加西病院  

淡路 洲本市 県立淡路医療センター  

  

④ 吐・下血対応医療機関 

  圏域

名 

市町名 医療機関名 備考※ 

東播磨 明石市 明石医療センター ◎ 

明石市立市民病院 〇 

石井病院 △ 

ふくやま病院 △ 

あさひ病院 △ 

野木病院 △ 

明石回生病院 △ 
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東播磨 

加古川市 

 

加古川中央市民病院 〇 

県立加古川医療センター 〇 

順心病院 △ 

はりま病院 △ 

松本病院 △ 

高砂市 高砂西部病院 〇 

北播磨 

西脇市 
西脇市立西脇病院 ◎ 

大山記念病院 〇 

加西市 市立加西病院 〇 

加東市 加東市民病院 △ 

三木市 ときわ病院 〇 

小野市 
北播磨総合医療センター 〇 

栄宏会小野病院 △ 

淡路 

洲本市 
県立淡路医療センター ◎ 

洲本伊月病院 △ 

淡路市 
聖隷淡路病院 〇 

東浦平成病院 △ 

南あわじ市 中林病院 △ 

※ ◎24時間可（当直）  〇24時間可（ｵﾝｺｰﾙ含む） △診療時間のみ 

 

【専門性が高いもの】 

① 小児救急対応医療機関 （全県版に準ずる） 

圏域名 市町名 医療機関名 備考 

東播磨 加古川市 
加古川中央市民病院 小児地域医療センター（2次） 

県立加古川医療センター （救命救急センター） 

北播磨 小野市 北播磨総合医療センター 小児地域医療センター（2次） 

淡路 洲本市 県立淡路医療センター 小児地域医療センター（2次） 

 

② 妊産婦救急対応医療機関 （全県版に準ずる） 

圏域名 市町名 医療機関名 備考 

東播磨 
加古川市 加古川中央市民病院 地域周産期母子医療センター 

明石市 明石医療センター 地域周産期母子医療センター 

淡路 洲本市 県立淡路医療センター 地域周産期母子医療センター 
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③ 耳鼻科対応医療機関 

圏域名 市町名 医療機関名 備考※ 

東播磨 

明石市 明石市立市民病院 △ 

加古川市 
加古川中央市民病院 △ 

順心病院 △ 

加古郡稲美町 稲美中央病院 △ 

北播磨 加西市 市立加西病院 △ 

淡路 

洲本市 県立淡路医療センター 〇 

淡路市 東浦平成病院 △ 

南あわじ市 中林病院 △ 

※ ◎24時間可（当直）  〇24時間可（ｵﾝｺｰﾙ含む） △診療時間のみ 

 

④ 眼科対応医療機関 

圏域名 市町名 医療機関名 備考※ 

東播磨 

明石市 
明石市立市民病院 △ 

あさぎり病院 △ 

加古川市 
加古川中央市民病院 △ 

県立加古川医療センター △ 

加古郡稲美町 稲美中央病院 △ 

高砂市 
高砂市民病院 △ 

高砂西部病院 △ 

北播磨 

西脇市 西脇市立西脇病院 △ 

西脇市 大山記念病院 △ 

加西市 市立加西病院 △ 

多可町 多可赤十字病院 △ 

小野市 北播磨総合医療センター △ 

淡路 
淡路市 東浦平成病院 △ 

南あわじ市 平成病院 △ 

※  ◎24時間可（当直）  〇24時間可（ｵﾝｺｰﾙ含む） △診療時間のみ 
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⑤ 口腔外科対応医療機関 

圏域名 市町名 医療機関名 備考※ 

東播磨 加古川市 加古川中央市民病院 ◎ 

北播磨 

西脇市 西脇市立西脇病院 △ 

三木市 ときわ病院 △ 

小野市 北播磨総合医療センター 〇 

淡路 
洲本市 県立淡路医療センター 〇 

淡路市 順心淡路病院 △ 

※ ◎24時間可（当直）  〇24時間可（ｵﾝｺｰﾙ含む） △診療時間のみ 

 

⑥ 泌尿器科対応医療機関 

圏域名 市町名 医療機関名 備考※ 

東播磨 

明石市 

明石市立市民病院 △ 

あさひ病院 △ 

明石回生病院 △ 

志田クリニック 〇 

加古川市 
加古川中央市民病院 △ 

県立加古川医療センター 〇 

高砂市 高砂市民病院 △ 

北播磨 

西脇市 大山記念病院 △ 

加西市 市立加西病院 △ 

加東市 加東市民病院 △ 

多可町 多可赤十字病院 △ 

三木市 服部病院 △（毎週月曜日） 

小野市 
北播磨総合医療センター △ 

栄宏会小野病院 △（土曜日のみ） 

淡路 

洲本市 県立淡路医療センター 〇 

淡路市 高山クリニック △ 

南あわじ市 中林病院 △ 

南あわじ市 平成病院 △ 

※ ◎24時間可（当直）  〇24時間可（ｵﾝｺｰﾙ含む） △診療時間のみ 
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〇第３号（観察基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 指趾切断対応医療機関 

圏域名 市町名 医療機関名 備考※ 

東播磨 

明石市 明石市立市民病院 〇 

加古川市 

加古川中央市民病院 △ 

県立加古川医療センター 〇 

順心病院 △ 

中谷整形外科病院 ◎ 

高砂市 高砂市民病院 △ 

北播磨 

西脇市 大山記念病院 〇 

三木市 ときわ病院 △ 

小野市 北播磨総合医療センター △ 

淡路 
洲本市 県立淡路医療センター 〇 

淡路市 聖隷淡路病院 〇 

※ ◎24時間可（当直）  〇24時間可（ｵﾝｺｰﾙ含む） △診療時間のみ 

 

【特殊性が高いもの】 

① 精神科救急対応医療機関 （全県版に準ずる） 

圏域名 市町名 医療機関名 備考 

淡路 洲本市 県立淡路医療センター 協力病院 

 

消防機関が傷病者の状況を確認するための基準。 

(1) 傷病者の症状、病態等の観察は、地域ＭＣ協議会救急救命処置プロトコールに記載されてい

る項目に基づき実施する。 

(2) 傷病者の観察は、観察基準に定められているものだけ行えばいいというものではなく、観察

基準に基づく観察のほか、傷病者の状況に関する総合的な観察が必要である。 

(3) 重症度、緊急度の判別は、「救急搬送における重症度・緊急度判断基準作成委員会報告書（平

成１６年３月救急振興財団）を活用する。 

(4) 観察項目の確認は、地域ＭＣで統一されている「救急観察カード」を用いて実施する。   

（資料１） 
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(同乗者)

（ｷｰﾊﾟｰｿﾝ）関係 氏名 ℡

(  　　）　：

　血糖測定：□無　□有

E    V    M 　血糖値（　　　　　　mg/dl）

　測定時刻（　　　：　　　）

　血糖値（　　　　　　mg/dl）

　測定時刻（　　　：　　　）

ｱﾚﾙｷﾞｰ：□無　□有（内容：　　　　　　　　　　　）

ADL：□完全自立　□全介助　□部分介助 （ ）

服薬： □手帳あり 意識消失：　□無　□有
最終食事時刻（　 　：　 　）

既往歴： 発症前出来事

※死亡：初診時死亡を確認、重篤：生命の危険が切迫している、重症：入院加療3週間以上、中等症：入院加療1日以上、軽症：入院加療の必要なし

　　　ℓ　 　％
観
察

結
果

初診医師名傷病程度

E    V    M

　　　ℓ　 　％

引揚   :

初診時所見・傷病名

：

□初期評価  □全身観察

□受傷機転  □対象外

SpO2

脳卒中が疑われる症状

□胸痛 □腹痛 □眩暈( 　　性)
□その他(                  ) 

麻痺:

ＣＰＳＳ

□突然の歩行･ﾊﾞﾗﾝｽ障害 持続するめまい

救

急
隊

到
着
時

の
所
見

ﾌﾛﾝﾄｶﾞﾗｽ割れ：□無 □有

頭部･顔面:

腹部:

胸部:

現発   :

外

傷
評
価

初

期
評
価

帰署   :

□済 □未

L

&
G

　　　時　　分

観
察
所

見
・
経

過
等

ﾄﾞﾛｯﾋﾟﾝｸﾞﾃｽﾄ □陰性 □陽性 発症時分

現
場

情
報

構音障害

□正常　□異常

頚部:

□突然の一側に限局した顔面・

　　　ℓ　 　％

E    V    M

その他：

状態：□立位 □仰臥位 □側臥位（左･右）□腹臥位 □座位 □半座位　  表情：□正常 □苦悶 □興奮 □無表情 □泣く
顔貌：□正常 □蒼白 □紅潮 □チアノーゼ □黄疸 □発汗 □冷汗　　   痙攣：□無 □有(性状：　　 　　　   　　)

嘔吐：□無 □有 (嘔気：□無 □有)    麻痺：□無 □有(部位：　　 　　　 　)　 失禁：□無 □有(大・小） □不明
出血：□無 □有 □外出血(部位　　　　　　　　) □吐血 □喀血 □下血 □性器出血 □皮下出血 □鼻出血 □その他

創傷等：□無 □有　部位：　　　  　　　□創傷(　　　　　　） □骨折（開放性・非開放性）　□四肢変形 □切断

体温

場所･時刻

□無し □突然のかつてない激しい頭痛

背面:

病
歴

等

０　 Ⅰ－　Ⅱ－　　Ⅲ－　　

脈拍 　　  回（整・不整)(強・弱)

GCS

　　  回：正･異常(　　  　)

　　  ％(O2　　 ℓ:　  　％)

血圧

瞳孔

ECG

　　　　  　℃ (熱感・冷感)　　　　　　　　℃ 　　　　　　℃

□ 重 症 □ 重 篤□ 死亡

　　　　　　℃

□軽症　□中等症

医療機関名

 右  　mm(　)・左    mm(  )　

　　 点(Ｅ　　Ｖ　　Ｍ　　)

時間経過

ﾍﾙﾒｯﾄ装着　 ：□無 □有

受付   :

主

訴
等

□突然の視野異常骨盤:

JCS

　　　　　　　　上下肢の脱力・感覚異常

□少 □中 □多

(職業)

(住所)　□発生場所と同じ

： 処置等

ｴｱｰﾊﾞｯｸ作動 ：□無 □有

現場・車内　　　　：

出動番号 救急隊名 隊長名出動年月日

収容   :

傷病者 Ｔ Ｓ

Ｈ Ｒ
年　　月　　日(　　歳)

男

女

脳
卒

中
評
価

□正常　□異常

　　○○市消防本部救 急 観 察 カ ー ド

□急病 □交通 □一般 □転院 □火災 □水難 □労災 □運動 □加害 □自損 □その他（ ）事故種別

    　　年　 　月 　　日 救急隊

上･下肢:

□脱力感 □呼吸苦 □頭痛

出血量

判断理由(    　       )

事故概要/
現病歴

病着   :

□正常　□異常

熱傷：Ⅱ度　 　％(部位：　    　　) Ⅲ度 　　％(部位：　   　 　)

発生場所

発生   :

接触   :

□突然の言語の不理解や言語障害

止血

ﾌﾘｶﾞﾅ
(氏名)

□悪寒 □発熱 □動悸 □悪心 

顔のゆがみ

上肢異常

(℡)

現着   :

 

意識：　  桁　気道：□開通 □閉塞 呼吸：□正常 □浅い □深い □速い □遅い

循環：□正常 □強い □弱い □速い □遅い 脈拍触知部位：□末梢動脈 □頚動脈
皮膚性状：□正常　□冷たい　□温かい　□蒼白　□湿潤　□乾燥
活動性出血：□無　□有 （量：□多 □少 出血部位　　  　　　　　　　　　　）

　 　 /　 　(左右差 無・有)　

呼吸

ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ装着 ：□無 □有

 

(資料１) 
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 〇４号（選定基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇５号（伝達基準） 

 

 

 

 

 〇６号（医療機関受入れ確保基準） 

 

 

 

 

 

 〇７号（その他の基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関を選定するための基準。 

(1) 医療機関選定の基本的な考え方 

  救急隊による搬送医療機関の選定は、傷病者の症状、病態等に応じた直近の医療機関を選

定することを基本とし圏域内、他圏域、県外の順に医療機関を選定する。 

(2) 救急隊判断による救急搬送 

   救急隊の判断により、圏域外へ直接搬送したほうが、早期に傷病者の症状、病態に応じた

対応が可能であると救急隊が判断した場合には、当該医療機関へ直接搬送することができる。      

  また、かかりつけ医療機関など傷病者等の希望に応じた選定を行う場合もある。 

(3) 夜間、休日について 

夜間、休日などは地域の輪番制や当番制の医療機関の選定を考慮する。 

(4) その他 

  兵庫県広域災害・救急医療情報システムの活用し選定する。 

消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関に対し、傷病者の状況を伝達するための基

準。 

全県版に準拠 

傷病者の受入れに関する消防機関と医療機関との間の合意を形成するための基準、その他傷病

者の受入れを行う医療機関の確保に関する事項。 

全県版に準拠 

傷病者の搬送及び受入れの実施に関するその他の事項。 

(1) 搬送手段の選択に関する基準 

  全県版に準拠するほか、地域独自の基準として以下のとおりとする。 

     ＜加古川中央市民病院ドクターカー＞ 

     実施主体 ： 加古川中央市民病院 

     運用開始 : 平成 29 年 5月     運用形態 :  ワークステーションで実施 

     運用体制 : 平日 8時 30分～16 時 30分 

(2)  災害時における搬送及び受入れ実施基準 

   全県版に準拠 
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(3) その他 

 （ｱ）耳鼻科、眼科、口腔外科、泌尿器科、指趾切断の搬送フローチャート 

傷
病
者
の
観
察

バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
等
に
よ
る
重
篤

重
症
度
・緊
急
度
〈高
〉

手
術
や
入
院
治
療
を
要
す

2次救急医療機関

2次救急医療機関

初期救急医療機関

救命救急センター等3次医療機関、中核病院

YES

NO

YES

NO

YES

NO

耳鼻科・眼科、口腔外科、泌尿器科領域の搬送フローチャート

 

症状、病態等に対応できる医療機関

指趾切断の搬送フローチャート

バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン

等
に
よ
る
重
篤

傷
病
者
の
観
察

救命救急センター等3次医療機関、中核病院

YES

NO

 

（ｲ）地域独自のプロトコールは、令和 2 年 4 月 1 日「人生の最終段階にあり心肺蘇生を希望

しない意思を示したにもかかわらず救急要請した傷病者への対応」プロトコールを策定し

た。 
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